
規制影響分析評価書

規制の名称 特定農地貸付けの実施主体の拡大
担当部局 農村振興局地域振興課
評価実施時期 平成 年６月17

【内容】
規制の内容・目的 地方公共団体又は農業協同組合のみが特定農地貸付けを実

施することができるとする制限を撤廃し、これら以外の者で
も市民農園を開設できることとする。

（参考）特定農地貸付けの定義
・ ａ未満の農地の貸付けで相当数の者を対象と10

して定型的な条件で実施
・営利を目的としない農作物の栽培の用に供するた

めの農地の貸付け
・５年を超えない農地の貸付け

【新設・改正の目的】
市民農園の開設を促進し、多様な農地利用の需要に適切に
対応できるようにする。

【新設・改正の必要性】
近年の自然志向の高まりを背景に市民農園を利用したいと
いう人々が増えてきており、また、遊休農地の有効利用の一
方策としても、市民農園の活用に期待が高まっていることか
ら、このようなニーズに的確に対応していくため、市民農園
の開設主体の拡大を図る必要がある。

（参考）
( ) 地方公共団体及び農業協同組合による市民農園の開設状1
況（累計）
・平成５年度 箇所 → 平成 年度 箇所1,024 15 2,739

（ 年間で 倍に増加）10 2.7
( ) 平成 年 月 日から 年 月１日までに新たに開2 15 4 1 16 10
設された市民農園数（ 農園）の内訳300
① 地方公共団体及び農業協同組合 ( )172 58%
② 特区制度（※）を活用して開設した主体 ( )128 42%
※備考欄参照

【根拠条文】
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（平
成元年法律第 号）第２条第２項58
構造改革特別区域を設定することなく、地方公共団体及び

期待される効果 農業協同組合以外の者が市民農園を開設することが可能とな
ることから、市民農園の開設が促進される。
○ 市民農園を開設する者の負担

想定される負担 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が市民農園を開設
する場合は、市町村等との間で適切な農地利用を確保するた
めの「貸付協定」の締結が義務付けられる。

○ 行政の負担
地方公共団体及び農業協同組合以外の農地を所有していな
い者が市民農園を開設する場合は、地方公共団体又は農地保
有合理化法人を介して農地を借り受けることとしていること
から、市町村において、農地の確保や貸付の業務を行う必要
が生じる。

想定できる代替手段と 特になし
の比較考量



備 考 平成 年 月から、構造改革特別区域内において、地方15 4
公共団体及び農業協同組合以外の者も、特定農地貸付けの実
施により市民農園を開設できるとする特例措置が講じられて
いるが、一定期間を経て行った特例の適用状況に関する調査
において、弊害の発生が認められなかったため 「特区にお、
いて講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応
方針 （平成 年９月 日構造改革特別区域推進本部）に」 16 10
、 。基づき 特区における特例措置の全国展開を行うものである

レビューを行う時期 平成 年度22




